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- Yamanashi Roudou -労働情報誌

やまなし労働
山梨県  産業労働部  労政雇用課山梨県  産業労働部  労政雇用課

2023年
春号 No.689

　YAMANASHIワーキングスタイルアワード表彰式を令和５年２月９日に行いました。

YAMANASHI
ワーキングスタイル

アワード

「働き方改革」の取り組みの普

及啓発や意識の醸成を目的と

して、県が令和元年度に創設

しました。“働きやすい職場環

境づくり”や“育児・介護等

に関する支援”“多様な人材の

活用”などを積極的に進めて

いる企業等を表彰します。

■  受 賞 企 業  ■
優 秀 賞	 ・株式会社	光・彩	 ・社会福祉法人	平成福祉会

	 ・株式会社	マルアイ	 ・株式会社	LOOOF

奨 励 賞	 ・株式会社	イトウ・アット・ホーム	 ・株式会社	F-agent	　	

	 ・武山工業株式会社	 ・有限会社	ハギハラ工房　　　　　（順不同　敬称略）

＊受賞企業の取り組み事例は、労政雇用課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/chijihyousyou.html

YAMANASHI ワーキングスタイルアワード受賞企業を表彰！！YAMANASHI ワーキングスタイルアワード受賞企業を表彰！！

新卒者就職応援企業ナビをご活用ください！新卒者就職応援企業ナビをご活用ください！

◇ 掲載方法 やまなしくらしねっとから、掲載内容を電子申請してください。

	 詳しくは、「新卒者就職応援企業ナビ」トップページ	→	企業の方へ	→	新規登録方法

	 をご覧ください。

問い合わせ先　　山梨県産業労働部労政雇用課　TEL：０５５－２２３－１５６２

　県では、「やまなしで働きたい」「ふるさとに帰って就職をしたい」と考えている学生などに、県内企業の魅力や採用情報

を提供するサイト「新卒者就職応援企業ナビ」を運営しており、現在７００社を超える企業情報を掲載しています。登録いた

だいた企業には、就職フェアの企業募集のご案内や、各種お知らせをメールマガジンで配信します。今後採用予定のある企

業は、ぜひ新卒者就職応援企業ナビをご活用ください。
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就職氷河期世代の安定雇用・正社員雇用の促進を図ります就職氷河期世代の安定雇用・正社員雇用の促進を図ります

○山梨県就職氷河期世代安定雇用助成金
　国の「特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）※」の支給決定を受けた事業主に助成金を上乗せ支

給し、非正規雇用労働者と失業状態の方の正規雇用・定着を支援します。

※成長分野人材確保・育成コース支給決定事業主のうち就職氷河期世代安定雇用実現コース支給対象事業主を含む。

支給額（上限）　　 中小企業事業者３０万円／人、中小企業事業者以外２５万円／人

○山梨県就職氷河期世代正社員化促進奨励金
　国の「キャリアアップ助成金（正社員化コース）の支給決定を受けた事業主に奨励金を上乗せ支給し、非正規雇用労働者の企業

内でのキャリアアップを支援します。

支給額 　　　事業主１０万円／人

◇ 受 付 期 間　　令和４年４月１日～令和５年３月１０日
※ただし、予算がなくなり次第、受付終了となります。

※山梨労働局による支給決定通知後から３０日以内に関係書類を添えて申請してください。
※国の支給決定後に県へ申請可能となりますので、早めの申請をお願い致します。

※令和５年４月１日以降については、決定次第お知らせします。

問い合わせ先　　山梨県産業労働部労政雇用課　TEL：０５５－２２３－１５６２

山梨県　氷河期　助成金

詳しくは、県ホームページをご覧ください。不明な点はお気軽にお問い合わせください。

　山梨県外国人材企業相談センターでは、企業が外国人材を雇用する際の制度や必要な手続きについてなど、様々な相談に対

応します。電話や来所のほか、アドバイザーが企業を訪問しての対応も可能です。

　また、研修会の開催や講師の派遣などのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先　　山梨県知事政策局 外国人活躍推進グループ　TEL：０５５－２２３－１５３９

◇開 設 日　月～金曜日（休日、年末年始を除く）午前９時～午後５時（最終受付は午後４時半）
◇場 所　甲府市飯田１－１－２０	ＪA会館５階
◇連 絡 先　０５５－２２５－５６０５

「山梨県外国人材企業相談センター」にご相談ください「山梨県外国人材企業相談センター」にご相談ください

移住支援金制度のご紹介移住支援金制度のご紹介
県のサイトに求人情報を掲載し、東京圏からのUIターン者を採用しませんか！県のサイトに求人情報を掲載し、東京圏からのUIターン者を採用しませんか！

　東京圏からUIターンする方の就業を県がサポートします。本県への移住の促進及び中小企業における担い手不足解消のため、東京

圏から本県に移住し、県内の中小企業に就業した方等に対して最大１００万円を支給する「移住支援金」制度を実施しています。

◇		移住支援金については、移住者が「山梨県移住支援・就業マッチングサイト」（https://www.iju-shienkin.pref.yamanashi.jp/）
に登録された中小企業が掲載する週２０時間以上勤務の無期雇用の求人に応募して就業した場合、支給対象となります。

　	サイトに掲載された求人情報は、民間求人サイト「スタンバイ」にも併せて掲載されますが、掲載はいずれも無料です。

　	また、サイトへの求人掲載については、県への申請が必要となります。

◇	移住支援金制度の詳細については、「やまなし移住・定住総合ポータルサイト」（https://www.iju.pref.yamanashi.jp）をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください！
問い合わせ先　　山梨県リニア未来創造局二拠点居住推進課　TEL：０５５－２２３－１８５０
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問い合わせ先　　山梨労働局労働基準部監督課　TEL：０５５－２２５－２８５３

問い合わせ先　　山梨労働局労働基準部健康安全課　TEL：０５５－２２５－２８５５

問い合わせ先　　山梨労働局職業安定部職業安定課　TEL：０５５－２２５－２８５７

令和５年４月１日から、中小事業主においても令和５年４月１日から、中小事業主においても
月60時間を超える時間外労働について割増賃金率が引き上げられます月60時間を超える時間外労働について割増賃金率が引き上げられます

労働者数にかかわらず歯科健康診断結果報告が必要になります労働者数にかかわらず歯科健康診断結果報告が必要になります
【令和4年10月1日施行】【令和4年10月1日施行】

　時間外労働が月に６０時間を超える場合にその超えた時間について適用される

割増賃金率が５０％以上となる措置は、中小事業主への適用が猶予されてきまし

たが、令和５年３月３１日をもって猶予が廃止され、令和５年４月１日以降は中小事

業主でも、時間外労働が月６０時間を超える部分について５０％以上の割増賃金

を支払わなければなりません。

　有害な業務（※）に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務に配置替え

の際及び当該業務についた後６か月以内ごとに１回、定期に、歯科健康診断を実施

することが事業者に義務付けられています（労働安全衛生法第６６条第３項及び労

働安全衛生規則第４８条）。法令改正により、歯科健康診断を行った事業者は、労働

者数にかかわらず、遅滞なく「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書（様式第

６号の２）」を所轄労働基準監督署長に提出することが必要です。

当該健康診断結果報告書は、厚生労働省のウェブサイトに掲載しています。
ダウンロードしてご利用ください。

◎求人者マイページを利用するメリット

　・24 時間 365 日いつでも求人の申込みや変更ができます
　・ハローワーク紹介状の確認や採否結果の登録ができます
　・求職者情報の検索ができます ▲詳細はこちら

※	有害な業務（労働安全衛生法施行令第２２条第３項）「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん

その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、　蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」

求人申込み（新規・更新）における求人者マイページの活用について求人申込み（新規・更新）における求人者マイページの活用について

　ハローワークでは、オンライン化を進めており、その一環として、ハローワークが取り扱う求人申込みにつきましては、

原則として『求人者マイページ』から受け付けることといたしました。



　本セミナーは、働く皆さんの能力開発や企業の人材育成をお手伝いするものです。職業に必要な知識や技能の向上、資格取得等を目的とした講座を実施しています。さらに、能力開発
に関する相談も受け付けています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期又は中止となる場合がありますので、詳細につきましては、各実施施設にお問い合わせください。※★のコースは、２講座を一括開講とします。

山梨県立中小企業人材開発センターをご活用ください山梨県立中小企業人材開発センターをご活用ください

部屋区分 定員（面積）
午前（９～１２時） 午後（１３～１７時） 夜間（１７～２１時）

一般 一般 一般
会議室 ２４人（８１㎡） ２,６７０円 　３,５３０円 ４,３７０円

第１～６研修室 各２０～３０人（５４㎡） 各	１,８２０円 　各	２,３５０円 各	２,８９０円
第７研修室 ３０～４５人（７４㎡） ２,４６０円 ３,２１０円 ３,９６０円
視 聴 覚 室 ９６～１２０人（１９２㎡） ６,２００円 ８,２２０円 １０,２６０円

　当センターは、企業や団体などが行う教育訓練、研修会、会議などの会場として、幅広くご利用いただけます。

※左記の部屋の他、OA実習室、

実習室、多目的実習場があります。

休館日は国民の祝日（日曜日にあ

たるときは翌日）、年末年始（１２

月２８日～１月４日）です。

令和5年度 県立産業技術短期大学校　一般入学試験・後期日程令和5年度 県立産業技術短期大学校　一般入学試験・後期日程
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能力開発セミナーのご案内能力開発セミナーのご案内令和５年４月～
令和５年６月 開講分

　県立産業技術短期大学校塩山キャンパス　　　　　　 TEL0553-32-5202
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途
初心者のためのパソコン ４月 夜 2,200 
コミュニケーション英会話 ４～６月 夜 2,200 
新入社員研修 ４月 昼 1,100 
ワード基礎（第１回） ４月 夜 2,200 
観光ガイドのための英会話 ５月 昼 2,200 
エクセル基礎（第１回） ５月 夜 2,200 
会計実務の基礎 ６月 夜 2,200 
ISO ９０００シリーズ内部監査員養成コース ６月 昼 2,200 
社会保険実務 ６～７月 夜 2,200 
ファイナンシャル・プランニング技能検定３級試験対策講座 ６～７月 夜 2,200 

　県立峡南高等技術専門校　　　　　　　　　　　　TEL0556-22-3171
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途
新入社員講座 ４月 昼 1,100 
初心者のためのパソコン講座 ４月 夜 2,200 
ワード基礎 ５月 夜 2,200 
エクセル基礎 ５～６月 夜 2,200 
松の芽摘み ６月 昼 2,200 
ワード応用 ６月 夜 2,200 
エクセル応用 ６月 夜 2,200 

　県立産業技術短期大学校都留キャンパス　　　　　TEL0554-43-8911
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途
新入社員研修 ４月 昼 1,100 
初心者のためのパソコン ４月 夜 2,200 
★第二種電気工事士筆記試験準備講座［Ⅰ］/［Ⅱ］ ４月 / ５月 夜 2,200/2,200
ウィンドウズ ５月 夜 2,200 
ワード　基礎 ６月 夜 2,200 
ＤＸ実践講座 ６月 昼 2,200 
ワード　応用 ６月 夜 2,200 
第二種電気工事士技能試験準備講座 ６～７月 夜 2,200 

　県立就業支援センター　　　　　　　　　　　　　　   TEL055-251-3210
コース名 実施月 時間帯 受講料（円）

※テキスト代別途
新入社員講座（第 1 回） ４月 昼 1,100 
新入社員講座（第 2 回） ４月 昼 1,100 
ワード基礎＆エクセル基礎講座 ４月 夜 2,200 
★第二種電気工事士試験対策講座（学科Ⅰ）/（学科Ⅱ） ４～５月 / ５月 夜 2,200/2,200
パワーポイント基礎講座 ５月 夜 2,200 
★商業簿記３級講座Ⅰ /Ⅱ ５～６月 / ６月 夜 2,200/2,200
ワード基礎講座 ５～６月 夜 2,200 
エクセル基礎講座（第１回） ６月 夜 2,200 
第二種電気工事士試験対策講座（実技） ６月 夜 2,200 
パワーポイントビジネス活用講座 ６～７月 夜 2,200 ※県立施設の申込受付は、講座開始日の２ヵ月前から１４日前までです。あらかじめ、電話等で応募状況をご確認ください。

※ 時間帯については、原則として＜昼：９時～１６時 / 夜：１８時～２１時＞ですが、施設・ コースによって異なる場合がありますので、よくご確認ください。
※ このほかの講座情報や、申込方法につきましては、山梨県産業労働部産業人材育成課のホームページでご覧いただけます。　https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/81_005.html

※ポリテクセンター山梨の申込、詳細につきましては、ポリテクセンター山梨にお問い合わせ下さい。※このほかの講座情報や申込方法につきましては、ポリテクセンター山梨のホームページでご覧いただけます。　https://www3.jeed.go.jp/yamanashi/poly 

　ポリテクセンター山梨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL055-242-3066
コース名 実施日 時間帯 受講料（円）

※テキスト代込 コース名 実施日 時間帯 受講料（円）
※テキスト代込

実践機械製図 4 月 17 ～ 19 日 昼 13,500 木造住宅の架構設計技術 5 月 9 ～ 10 日 昼 10,500 
精密測定技術 4 月 20 ～ 21 日 昼 7,000 精密平面研削加工技術 ６月７～９日 昼 28,500 
低圧電気設備の保守点検技術 4 月 25 ～ 26 日 昼 10,000 ３次元ＣＡＤを活用したソリッドモデリング技術 6 月 12 ～ 14 日 昼 11,000 
実践建築設計２次元ＣＡＤ技術（Ｊｗ＿ｃａｄ） 4 月 25 ～ 26 日 昼 7,500 旋盤加工応用技術 6 月 13 ～ 16 日 昼 19,500 
旋盤加工技術 5 月 22 ～ 25 日 昼 19,500 フライス盤加工応用技術 6 月 20 ～ 23 日 昼 35,500 
フライス盤加工技術 5 月 29 ～ 31 日 昼 16,000 精密平面研削加工技術 6 月 26 ～ 28 日 昼 28,500 
半自動アーク溶接技能クリニック 5 月 9 ～ 10 日 昼 18,500 ＴＩＧ溶接技能クリニック 6 月 7 ～ 8 日 昼 17,000 
有接点シーケンス制御の実践技術 5 月 23 ～ 25 日 昼 13,000 マイコン制御システム開発技術（Ａｒｄｕｉｎｏ） 6 月 28 ～ 29 日 昼 16,000 
基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 5 月 30 ～ 31 日 昼 25,000 壁装施工の実践技術 6 月 13 ～ 15 日 昼 10,500 

利用申込み・問い合わせ先　　県職業能力開発協会　　甲府市大津町２１３０－２
TEL：０５５－２4３－4９１６　FAX：０５５－２4３－4９１９　URL：http://www.yavada.jp

◇ 募 集 学 科	 【塩山キャンパス】生産技術科　電子技術科　情報技術科　観光ビジネス科
	 【都留キャンパス】生産技術科　電子技術科
◇ 試 験 日 程	 【試験日】令和５年３月１３日（月）　【出願期間】令和５年２月２７日（月）～３月１０日（金）
◇ 出 願 資 格	 	高等学校（中等教育学校・特別支援学校高等部を含む）を卒業した者、または令和５年３月卒業見込みの者、

またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者
◇ 選 考 方 法	 学力試験	及び	面接試験
	 	●学力試験　生産技術科、電子技術科、情報技術科	…	数学Ⅰ 　　　　観光ビジネス科	…	コミュニケーション英語Ⅰ / Ⅱ

問い合わせ先　　県立産業技術短期大学校 塩山キャンパス 教務学生課　TEL：０５５３－３２－５２０１　E-mail：kyomu@comm.yitjc.ac.jp

◇ 実施日程（予定）

問い合わせ先　　山梨県職業能力開発協会　　　　　TEL：０５５－２4３－4９１６　FAX：０５５－２4３－4９１９
　　　　　　　　山梨県産業労働部産業人材育成課　TEL：０５５－２２３－１５６６　FAX：０５５－２２３－１５６０

令和５年度技能検定（前期）のお知らせ令和５年度技能検定（前期）のお知らせ
　技能検定は「職業能力開発促進法」に基づいて、受検者の皆さんのもつ技能を一定の基準によって検定し、その技能の程度を、特級から３級及び単一等級に区分して公証する国家検定制度です。

※�実施職種及び詳細の
日程等は３月中に山
梨県ホームページ等
でお知らせします。

受検申請受付 令和５年4月上旬から4月中旬まで 学科試験日 令和５年7月から9月までの指定日

実技試験期間 令和５年6月から9月までの指定日 合格発表 令和５年8月下旬、9月下旬
前 期
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　毎年３月第２木曜日は「世界腎臓デー」です。CKDとは、慢性腎臓病のことを言います。成人の８人に１人は
CKDであると推計されており、「新たな国民病」と言われています。
　CKDは初期の段階ではほとんど自覚症状がなく、知らず知らずのうちに進行します。

あなたの腎臓は大丈夫？ ～CKDを知ってますか？～あなたの腎臓は大丈夫？ ～CKDを知ってますか？～

問い合わせ先　　山梨県福祉保健部健康増進課　健康企画担当　TEL：０５５－２２３－１4９３

問い合わせ先　　山梨県福祉保健部衛生薬務課　薬務担当　TEL：０５５－２２３－１4９１

ストップ大麻！大麻の使用は有害です！大麻の不正栽培は犯罪です！！！ストップ大麻！大麻の使用は有害です！大麻の不正栽培は犯罪です！！！

・「大麻」は世界で最も乱用されている薬物で麻薬の一種です。
　無害な大麻はありません！
・覚醒剤や麻薬だけでなく、危険ドラッグも依存性が疑われる物質が含まれています。
・薬物乱用は、１回でもダメ。

(公財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター

～民間教育訓練機関の皆さまへ～ 始めませんか！ 求職者支援訓練～民間教育訓練機関の皆さまへ～ 始めませんか！ 求職者支援訓練
「貴社のトレーニングカ」を活かして、求職者のスキルアップをサポート！「貴社のトレーニングカ」を活かして、求職者のスキルアップをサポート！

失業中の求職者の方（雇用保険受給者、雇用保険受給者でない方など）を対象とした職業訓練です。

民間の教育訓練機関が当機構より訓練コースの認定（厚生労働大臣の認定）を受け、就職に必要な技

能及び知識を習得するための職業訓練を無料（テキスト代等は受講者負担）で実施します。

※１	職業能力開発講習とは、最初の1ヵ月目に社会人としてのビジネスマナーやコミュニケーション能力等を身につけるための訓練です。
※２	安定的な就職に有効な資格を取得できる特定のコースについては、２ヵ月の設定ができます。
※３	令和３年２月２５日から令５年３月３１日までの間に開始される訓練コースおいて設定可能な時限措置となります。
※４		令和３年１０月１日より実践コースについては、eラーニングで実施することが可能になりました。訓練カリキュラムの構成によっては、受講者が一

切通所しない訓練コースの設定が可能となります。詳しくは、「申請書の提出に当たっての留意事項 (eラーニングコース用）」をご覧〈ださい。
　				https://www.jeed.go.jp/js/shien/r04_1202e-learning.html

求職者支援訓練とは？

基礎コース（２〜４ヵ月）
実践コース

通常訓練
（３〜６ヵ月）※２

短期 · 短時間特例訓練
（２週間〜６ヵ月）※３

ｅラーニングコース
（２〜６ヵ月）※４

社会人スキルを身につける
職業能力開発講習		※１の設定

職業能力開発講習の設定は不可 職業能力開発講習の設定は不可 職業能力開発講習の設定は不可

職業スキル（学科・実技） 職業スキル（学科・実技） 職業スキル（学科・実技）
職業スキル（学科・実技）、
対面指導、習得度確認テスト

職場見学・職場体験・職業人講話 職場見学・職場体験・職業人講話 職場見学・職場体験・職業人講話 職場見学・職場体験・職業人講話

企業実習		※任意設定 企業実習		※任意設定 企業実習		※任意設定 企業実習		※任意設定

就職支援（個別相談等） 就職支援（個別相談等） 就職支援（個別相談等） 就職支援（個別相談等）

１００時間以上／１ヵ月（短時間訓練は、８０時間以上／１ヵ月）

５時間～６時間／１日（短時間訓練は、３時間～６時間／１日）

６０時間以上／１ヵ月

２時間～６時間／１日

８０時間以上／１カ月
（令和３年１０月１日から令和
５年３月３１日までの間に開
始する訓練コースは、６０時間
以上／１ヵ月）

訓
練
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

訓
練
時
間

　  問い合わせ先　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 山梨支部 求職者支援課　TEL：０５５－２4２－３０６５
　  ～制度概要や訓練コース情報は当支部のホームページからもご覧いただけます～ https://www.jeed.go.jp/location/shibu/yamanashi/jyukou.html

CKDってどんな状態？

たんぱく尿が出たり、腎臓
の機能低下が３ヶ月以上続
いている状態です。自覚症
状がないのが特徴です。

放っておくと……？

透析や腎臓移植が必
要となってしまうこ
とがあります。

早期発見が大切です！

年に一度は職場や各自治
体が行っている健康診断
を受けましょう。
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■問い合わせ先■　山梨県産業労働部労政雇用課
TEL  055-223-1561　 FAX  055-223-1564　
E-mail  rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp

ホームページでもご覧いただけます。
URL  http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/index.html

「やまなし労働」に対するご意見、ご感想をお待ちしております。

労働に関するトラブルの解決をお手伝いします！労働に関するトラブルの解決をお手伝いします！
～ 労働委員会の「あっせん」制度のご案内 ～～ 労働委員会の「あっせん」制度のご案内 ～

　山梨県労働委員会では、労働者と使用者との間に生じたパワハラ、労働条件の引き下げ、解雇、雇止めなどのトラブルに関して、話し合い

により解決するため「あっせん」を行っています。

Ｑ：	あっせんとは何ですか？
Ａ：	あっせん員が、労働者・使用者の双方からお話をお伺いし、問題点を整理し、お互いの歩み寄りによる解

決をお手伝いするものです。

Ｑ：	どのようなトラブルがあった場合にあっせんを利用できますか？
Ａ：	パワハラ、解雇や雇止め、退職勧奨、出向・配置転換、労働条件の引き下げなど、労働者と使用者の間の

あらゆるトラブルがあっせんの対象となります。

Ｑ：あっせん員には誰がなるのですか？
Ａ：	労働委員会の、公益委員（弁護士等）、労働者委員（労働組合執行役員など）、使用者委員（会社経営者など）

のそれぞれから各１名が選ばれます。

Ｑ：	あっせんは誰でも申請できますか？費用はかかりますか？
Ａ：	誰でも申請することができます。使用者の方も申請できます。費用はかかりません。
							また、手続きは非公開で、秘密は厳守されます。なお、「やまなしくらしねっと」による電子申請もできます。

詳しくは、山梨県労働委員会事務局 ( TEL：０５５－２２３－１８２７) までお問い合わせください。

２４万人の
支援実績


